
                               

                               

 

す
ご
ｅ
～
キ
ャ
ン
プ 

参
加
者
募
集 

 

▼
日
時
／ 

９
月
25
日
（
金
）
～
27
日
（
日
） 

▼
場
所
／
神
室
少
年
自
然
の
家 

▼
内
容
／
登
山
、
キ
ャ
ン
プ 

な
ど 

▼
対
象
／
神
室
宿
泊
学
習
を
体
験

し
た
こ
と
が
あ
る
小
学
校
５
年
生 

▼
費
用
／
３
，２
０
０
円 

▼
〆
切
／
８
月
27
日
（
木
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
神
室
少
年
自
然
の
家 

☎
（
62
）
２
６
１
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め
ん
ご
キ
ャ
ン
プ 参

加
者
募
集 

 

▼
日
時
／ 

９
月
12
日
（
土
）
午
前
９
時
～ 

▼
場
所
／
神
室
少
年
自
然
の
家 

▼
内
容
／
ハ
ン
バ
ー
グ
サ
ン
ド 

作
り
、
タ
ー
ザ
ン
ロ
ー
プ 

な
ど 

▼
対
象
／
年
長
児
、
小
学
校
低
学

年
（
１
・
２
年
生
）
と
保
護
者 

▼
費
用
／
800
円 

▼
〆
切
／
８
月
20
日
（
木
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
神
室
少
年
自
然
の
家 

☎
（
62
）
２
６
１
１ 

               

                               

 
 
 山形県空き家活用支援協議会が、空き家利活用相

談窓口を開設しました。お気軽にご相談ください。 

相談は無料です。  
 ▼相談電話／ 

   山形県宅地建物取引業協会新庄もがみ 

             ☎（29）7333 

   全日本不動産協会山形県本部村山相談所 

             ☎023（630）2640 

丸茄子の一種で、新庄市本合海の畑
はた

地区で作って

いることから呼ばれる。300年以上前、最上川を

往来する船から伝わった。10月中旬まで収穫。 

最上伝承野菜「畑
はた

なす」 

 

Ｎｏ．４２５ 

 

平成２７年  

８月１４日号 広  報 

 
 
 
 
 
「行者にんにく」の栽培者を募集しています。 

希望者には無料で種をお譲りします（数量限定）。 

栽培したい方はご連絡ください。 

▼問い合わせ／舟形町営農相談所 
（舟形町産業振興課農政班内） 

 ☎（３２）２１１１（内線４２６） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

もがみ南部商工会舟形支部に所属する事業所で

利用できる「プレミア付商品券 得々お買物券」

（５月発行分）がまもなく有効期限を迎えます。 

有効期限を過ぎてしまうと利用することができ

なくなりますので、ご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼問い合わせ／もがみ南部商工会舟形事務所  

 ☎（32）2242 



 
最
上
川
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
花
火 

 

２
０
１
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▼
日
時
／
９
月
12
日
（
土
） 

午
後
３
時 

開
場 

午
後
７
時 

花
火
開
演 

▼
場
所
／
高
麗
館
（
戸
沢
村
） 

▼
観
覧
料
／
３
，５
０
０
円
～ 

５
，０
０
０
円
（
観
賞
指
定
席
） 

▼
そ
の
他
／ 

○
悪
天
候
時
は
翌
日
に
順
延 

○
最
上
地
区
８
市
町
村
の
伝
統
芸

能
・
特
産
物
販
売 

な
ど 

▼
問
い
合
わ
せ
／
戸
沢
村
総
務
課 

☎(
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）
２
１
１
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介
護
の
し
ご
と
ミ
ニ
講
座 

  

介
護
現
場
で
実
際
に
働
い
て
い

る
方
の
話
を
聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
。 

▼
日
時
／
８
月
25
日
（
火
） 

午
後
１
時
～ 

 

▼
場
所
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
鶴
岡 

▼
対
象
／
介
護
の
仕
事
に
興
味
・

関
心
の
あ
る
方 

▼
費
用
／
無
料 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
県
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
０
２
３
（
６
３
３
）
７
７
３
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～歯周疾患検診対象の方に「受診券」を送付します～ 

歯周病は歯を失う最大の要因で、全身の様々な病気に関与することも明らかになっています。 

いつまでも自分の歯で食べるために検診を受けましょう。 

▼対  象／40歳（昭和50年4月2日 ～ 51年4月1日生まれの方） 

50歳（昭和40年4月2日 ～ 41年4月1日生まれの方） 

60歳（昭和30年4月2日 ～ 31年4月1日生まれの方） 

70歳（昭和20年4月2日 ～ 21年4月1日生まれの方） 

▼場  所／山形県歯科医師会所属の歯科医院（県内のほとんどの歯科医院が所属） 

▼期  間／12月31日（木）まで 

▼受診方法／歯科医院に事前予約し、「受診券」を持参ください。 

▼そ の 他／現在、歯科医院通院中で治療中の方は対象外になります。 

▼負 担 金／1,000円（残りの費用を町で負担） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班 ☎（32）2111（内線352・353） 

 

 

 自然や建造物、祭、踊り、植樹など地域振興に

貢献している景観写真を募集しています。 

▼応募写真／六つ切りまたはＡ４サイズ 

▼応募枚数／３枚まで（推薦文も併記） 

▼〆  切／８月３１日（月） 

▼申込み・問い合わせ／山形県経済同友会 

☎０２３（６４５）１２１１ 

詳しくはこちら…http://yamagata-doyukai.jp/ 

 

 

 
 
税関では、終戦後の混乱期に戦地から引き揚げてき

た方が、当時国内に持ち込むことができず、税関など

に預けられたままとなっている通貨や証券などをお

返しします。お心当たりのある方は問い合わせくださ

い。これらの手続きは本人だけでなく、ご家族の方も

問い合わせすることができます。 

▼問い合わせ／酒田税関支署 ☎0234（22）1024 

今年６月に、JR奥羽本線でダンプカーによる、

踏切内での事故が発生しています。踏切の高さ制

限は 4.5mですので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
▼問い合わせ／東日本旅客鉄道㈱仙台支社 

       山形支店 ☎023（622）8977 



                               

 

 

  

 

 

臨 時 福 祉 給 付 金 子育て世帯臨時特例給付金 

所得の低い方の負担を緩和します。 子育て世帯の負担を緩和します。 

 消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担の

影響を鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施します。 

 
中学生以下の児童がいる 

子育て世帯 

基準日 平成 27年１月１日 
対象者一人につき 6,000円支給 

対象者 対象者 住民税が課税されて 

いない方 

・課税されている方に生活の面倒 
  を見てもらっている方 
（扶養されている方） 
・生活保護の受給者 などは対象外 

 

高
所
得
世
帯 

 

  

 
両
方
と
も
受
給
可 

（
※
） 

対象者 対象者 

 消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対し

て、臨時特例的な給付措置として実施します。 

 

 

基準日 平成 27年 5月 31日 
対象児童一人につき 3,000円支給 

  

  支給は1回限りです 
  
 

▼申請期間／９月1日（火）～12月１日（火） 

▼申請に必要な書類／ 

 ①申請書 

  → 給付対象と見込まれる方がいる世帯に、 

    8月下旬に申請書を郵送します。 

 ②本人確認書類の写し（免許証・健康保険証等） 

 ③振り込み希望の金融機関口座番号がわかる通

帳やキャッシュカードの写し 

  → 昨年度給付金を町から支給され、同じ口座

への振り込みを希望する場合は不要です。 

 ※住民票所在地が舟形町以外にある人に扶養さ

れている場合は、「非課税証明書」が必要です。 

▼申請方法／ 

 申請書と同封の返信用封筒で郵送するか、税務

福祉課窓口に提出ください。 

▼支給時期／ 

 10月中旬以降を予定しています。 

 → 支給が決まりましたら、「支給決定通知書」

を郵送します。 

▼〆 切／９月16日（水） 

▼申請に必要な書類／ 

 ○申請書 

  → 児童届の現況届と一緒に送付しています。 

   紛失された場合は再発行しますので、ご連

絡ください。 

 ※公務員の方は基準日に住民票が舟形町にある方

が対象です 

▼支給日／ 

 10月9日（金） 

 → 指定の口座に振り込む予定です。 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 ☎（32）2111（内線341・342） 

 ・平成27年６月分の児童手当の 

 対象となる児童のいる世帯 



平成 27 年度保健事業のお知らせ 

保健センターだより            
◆乳幼児健診◆ ※受付時間に遅れないよう気を付けてください。 

 

 

 夏の暑さも一段落し、ほっと一息つくこの時期は、身体の疲れとともに心の疲れも出やすく 

なります。悩みは一人で抱えず、声に出すことが大切です。 

 自殺予防週間に合わせて、全国共通の電話相談窓口を設置し、相談を受け付けしています。 

お気軽にご利用ください。 
 
 

『全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル』 

 受付期間：9月 10日～16日 午前 9時～午後５時（土日の相談も受付ております。） 

 

  
 

月 日 健 診 名 対 象 年 齢 受 付 時 間 集 合 場 所 持 ち 物 

9月 16日（水） 

1歳 6ヵ月児健診 
平成 25年 12月、 
平成 26年１・２月生 

午後０時 40分～ 
１時 

保健センター１階 母子手帳、問診票、歯の健康手帳 

1歳児健診 平成 26年 8月生 
午後０時 50分～ 

１時 10分 
保健センター２階 

母子手帳、フッ素塗布申込書 

歯科検診 
フッ素塗布 

平成 26年４・５月生 
午後１時～ 

１時 30分 
歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班  ☎（３２）２１１１（内線３５２・３５３） 

≪人間ドック≫ 
▼期 日／９月 14日（月）、29日（火） 

▼場 所／最上検診センター 
▼受 付／午前６時 50分～７時 30分 

       ※女性の方から受付となります。 

≪定期健康相談≫  

9月 7日（月）、24日（木）  

母子健康手帳の交付や一般健康相談

（血圧測定、健診結果について）などを行な

っております。指定日にご都合の悪い方は事

前にご連絡ください。 

★ご相談の方は税務福祉課窓口までお越

しください。 

☎ 0570（064）556 
 おこなおう     まもろうよ   こころ 

≪常設の相談窓口≫ 

月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 

午前 9時～正午、午後 1時～５時 

 山形県精神保健センター「心の健康相談ダイヤル」☎023（631）7060 

 


